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提案理由  

国に対し、原子力発電の即時廃止へ決断を行うよう強く求める。  

これが、本案を提出する理由である。  



原子力発電の即時廃止へ決断を求める意見書  

 

 小泉純一郎、細川護煕両元首相が顧問を務める「原発ゼロ・自然エネルギー

推進連盟」（原自連）は、本年１月１０日、「全ての原子力発電の廃止及び自

然エネルギーへの全面転換の促進に関する基本法案」骨子を発表した。その中

では、東京電力福島第一原子力発電所事故によって、「原子力発電は、極めて

危険かつ高コストで、国民に過大な負担を負わせることが明らか」と指摘し、

「全ての原子力発電は即時廃止する」と明記するとともに、「自然エネルギー

への全面転換」を掲げている。 

 福島原発事故では、いまだ５万人を超える福島県民が避難生活を強いられて

いる。一たび事故が起これば、住民の命も暮らしも生業も故郷さえも失う事態

となる。また、避難住民への補償も不十分なままである。新聞社の世論調査で

は、「再稼働に反対」が過半数を占めており、国民は「これで、なぜ原発の再

稼働ができるのか」、「安全神話の繰り返しでは納得できない」、「原発なし

でも電力は足りている」などの強い不信感を持っている。 

 原発輸出や再稼働の必要性を強調しているのは、原発メーカーや財界、大手

銀行等であり、「現在と未来の人々の安全より、企業・金融機関の利益を優先

するもの」との国民の批判を重く受け止めるべきである。 

 よって、本市議会は国に対し、原子力発電の即時廃止へ決断を行うよう強く

求めるものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成３０年３月２０日  

 

八  千  代  市  議  会    

 

提出先  

 内  閣  総  理  大  臣  様  

 環 境 大 臣  様  

 


